
ま
ち
づ
く
り
三
法
の
改
正
案
（
日
専
連
「
専
門
店
誌
」
５
月
号
）

野
口
都
市
研
究
所
　
代
表
取
締
役
　
野
口
和
雄

名
称
と
基
本
理
念

改
正
法
で
は
、
法
律
の
名
称
を
「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改

善
及
び
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
」
か
ら
、
「
中
心
市
街
地
の

活
性
化
に
関
す
る
法
律
」
に
変
更
す
る
。

次
に
、
目
的
を
改
正
し
て
い
る
。
現
行
法
で
は
、
「
市
街
地
の
整
備
改
善
及

び
商
業
等
の
活
性
化
を
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
」
と
い
う
表
現
を
改
め
、

「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
都
市
機
能
の
増
進
及
び
経
済
活
力
の
向
上(

以
下
、

『
中
心
市
街
地
の
活
性
化
』
と
い
う)
を
総
合
的
か
つ
一
体
に
推
進
す
る
た
め
」

(

第
一
条)

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
基
本
理
念
」(

第
三
条)

を
追
加
し
た
。
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
紹
介

し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
中
心
市
街
地
と
は
、
「
地
域
住
民
等
の
生
活
と
交
流
の
場
で
あ
る
こ

と
」
と
し
て
、
中
心
市
街
地
の
概
念
を
規
定
し
、
そ
の
上
で
、
中
心
市
街
地

の
活
性
化
は
、
「
地
域
に
お
け
る
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
活
動
の
拠

点
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
魅
力
あ
る
市
街
地
の
形
成
」
を
図
る
こ
と
が
、
基

本
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
地
方
自
治
体
、
地
域
住
民
、
関
連
事
業
者
に
よ
る
、
連
携
し
た
主

体
的
取
組
に
対
し
て
「
国
が
集
中
的
か
つ
効
果
的
に
支
援
を
行
う
こ
と
を
旨

と
し
て
」
行
う
と
し
て
い
る
。

名
称
と
目
的
の
変
更
、
基
本
理
念
の
追
加
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
第
一
に
、
中
心
市
街
地
の
概
念
や
施
策
か
ら
、

現
行
の
法
律
で
は
記
述
さ
れ
て
い
る
「
商
業
等
」
と
い
う
表
現
が
削
除
さ
れ
、

「
都
市
機
能
」
「
経
済
活
力
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
わ
り
、
「
地
域
住
民

等
の
生
活
と
交
流
の
場
」
と
し
て
、
拠
点
性
を
強
め
て
い
る
。
第
二
に
、
地

域
の
主
体
的
取
組
に
対
し
て
「
集
中
的
か
つ
効
率
的
に
支
援
」
す
る
と
し
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
読
め
る
こ
と
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
は
、
単
に
、
商

業
の
活
性
化
と
い
う
、
狭
い
分
野
の
取
組
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
都
市
機
能

と
経
済
活
力
を
高
め
る
た
め
に
、
多
様
な
主
体
に
よ
る
、
総
合
的
で
有
機
的

取
組
を
行
う
地
域
に
絞
っ
て
、
集
中
的
に
、
財
政
的
支
援
を
行
う
、
と
い
う

宣
言
を
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
条
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
詳
し
く
見
て
み

よ
う
。

改
正
法
案
の
第
八
条
で
は
、
「
政
府
は
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
図
る
た

め
の
基
本
的
な
方
針(

以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う)

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
い
る
。

現
行
法
で
は
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
と
し
て
い
る
が
、
改
正
法
案
で
は
、
政

府
が
定
め
る
と
し
、
活
性
化
方
針
の
位
置
づ
け
が
、
よ
り
重
み
を
増
す
こ
と

に
な
る
。

第
八
条
第
二
項
で
は
、
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
現
行
法
の
第
五
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
商
業

基
盤
施
設
の
整
備
」
が
削
除
さ
れ
、
改
正
法
案
の
第
八
条
第
二
項
第
五
号
に

「
都
市
福
祉
施
設
を
整
備
す
る
事
業
」
、
第
六
号
に
「
住
宅
の
供
給
事
業
と

居
住
環
境
向
上
の
た
め
の
事
業
」
、
第
七
号
に
「
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事

業
、
特
定
商
業
施
設
等
整
備
事
業
そ
の
他
の
中
心
市
街
地
に
お
け
る
商
業
の

活
性
化
の
た
め
の
事
業
及
び
措
置
」
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。
「
都
市
福
祉
施

設
」
と
は
、
「
教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
、
そ
の
他
の

都
市
の
居
住
者
等
の
共
同
の
福
祉
、
ま
た
は
、
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
」

を
言
う
。

基
本
方
針
は
、
内
閣
に
置
か
れ
る
中
心
市
街
地
活
性
化
本
部
が
、
案
を
策
定

し
閣
議
決
定
さ
れ
る
。

 



認
定
基
本
計
画

こ
れ
を
受
け
て
市
町
村
は
、
一
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
、
か
つ
、
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画(

以
下
「
基
本
計

画
」
と
い
う)
」
を
策
定
す
る
が
、
改
正
案
で
は
、
策
定
し
た
基
本
計
画
に
つ

い
て
「
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る

(

第
九
条)

。
申
請
を
受
け
て
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
定
の
基
準
に
適
合
し
て

い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
認
定
す
る
と
し
て
い
る(

第
九
条
第
六
項)

。
こ
の
認
定

を
受
け
た
基
本
計
画
を
「
認
定
基
本
計
画
」
と
言
う
。

国
に
よ
る
「
集
中
的
か
つ
効
果
的
支
援
」
を
受
け
る
た
め
に
は
、
従
来
の
よ

う
に
、
市
町
村
が
、
国
や
都
道
府
県
の
助
言
を
受
け
て
基
本
計
画
を
策
定
す

る
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
認
定
基
本
計
画
」
と
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
の
か
。
従
来
策
定

さ
れ
て
い
る
「
基
本
計
画
」
を
、
そ
の
ま
ま
申
請
す
れ
ば
良
い
の
か
。

第
九
条
第
二
項
で
は
、
基
本
計
画
で
定
め
る
事
項
を
第
一
号
か
ら
第
一
二
号

ま
で
規
定
し
て
い
る
。
第
五
号
で
、
「
都
市
福
祉
施
設
を
整
備
す
る
事
業
」
、

第
六
号
で
、
「
住
宅
の
供
給
の
た
め
の
事
業
及
び
当
該
事
業
と
一
体
と
し
て

行
う
居
住
環
境
の
向
上
の
た
め
の
事
業
」
、
第
七
号
で
、
「
中
小
小
売
商
業

高
度
化
事
業
、
特
定
商
業
施
設
等
整
備
事
業
そ
の
他
の
商
業
の
活
性
化
の
た

め
の
事
業
及
び
措
置
」
、
そ
し
て
、
第
一
〇
号
で
、
「
中
心
市
街
地
に
お
け

る
都
市
機
能
の
集
積
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
」
、
第
一
二
号
で
「
計
画

期
間
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
第
二
項
の
規
定
の
中
で
、
第
一
〇
号
の
「
都
市
機
能
の
促
進
を
図
る
た

め
の
措
置
」
が
重
要
と
な
る
。
前
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
都
市
計
画
法
の

改
正
案
で
は
、
大
型
店
等
を
抑
制
す
る
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ
る
が
、
準
工

業
地
域
で
は
、
一
万
平
方
㍍
を
超
え
る
大
型
店
等
は
規
制
さ
れ
な
い
。
ま
た
、

一
万
平
方
㍍
を
超
え
る
大
型
店
等
は
、
原
則
と
し
て
規
制
さ
れ
る
第
二
種
住

居
地
域
や
準
住
居
地
域
で
は
、
地
区
計
画
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

抑
制
を
解
除
す
る
こ
と
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
中
心
市
街
地
の
拠
点

性
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
第
一
〇
項
の
「
都
市
機
能
の
促
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る

事
項
」
で
は
、
こ
の
都
市
計
画
法
の
改
正
案
を
補
強
す
る
措
置
を
記
述
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
準
工
業
地
域
で
は
、
大
型

店
の
立
地
を
抑
制
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
準
工
業
地
域
に
お
い
て
、
特
別
用
途
地
区
を
指
定
す
る
こ
と

に
よ
り
、
大
型
店
等
を
規
制
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ

の
第
一
〇
号
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
か
は
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

今
後
、
施
行
規
則
や
運
用
指
針
等
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
基
本
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続

き
が
必
要
と
な
る
の
か
。

ま
ず
、
市
町
村
は
、
基
本
計
画
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
心
市
街

地
活
性
化
協
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
心
市
街
地
活
性

化
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
商
工
会
議
所
、
商
工
会
の
意
見

を
聴
く(

第
九
条
第
四
項)

。
内
閣
総
理
大
臣
は
、
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第

一
に
基
本
方
針
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
基
本
計
画
が
、
市
町
村
の

中
心
市
街
地
活
性
化
の
実
現
に
、
相
当
程
度
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
、
第
三
に
基
本
計
画
が
円
滑
、
か
つ
、
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と

見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
三
つ
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
た
と
き
の
み
認
定
さ
れ
る
。
効
果
や
実
現
性
等
の
担
保
が
、
認
定
の
重

要
な
要
件
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

認
定
基
本
計
画
の
管
理
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
二
条
で
は
、

実
施
状
況
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
は
、
市
町
村
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
九
条
第
六
項
の

三
つ
の
、
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
認

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
の
支
援
が
受
け

ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



 
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

改
正
法
案
第
一
五
条
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て
協
議
す
る
組
織
と

し
て
、
中
心
市
街
地
ご
と
に
設
立
す
る
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会
を
規
定

し
て
い
る
。

協
議
会
は
、
第
一
号
で
規
定
す
る
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構(

イ)

か
、
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
を
図
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

会
社(

ロ)

の
、
い
ず
れ
か
の
組
織
、
第
二
号
で
規
定
す
る
商
工
会
議
所
、
ま
た

は
商
工
会(

イ)

か
、
商
業
等
の
活
性
化
を
図
る
、
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
、
ま
た
は
、
特
定
会
社(

ロ)

に
よ
り
組
織
さ

れ
る
。

第
一
号
の(

ロ)

は
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
で
、
中
心
市
街
地
活

性
化
を
定
款
に
定
め
て
い
る
会
社
が
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
市

町
村
で
設
立
さ
れ
て
い
る
都
市
整
備
公
社
や
、
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
の
現

TM
O

で
、
そ
の
定
款
に
中
心
市
街
地
活
性
化
を
定
め
た
も
の
が
想
定
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

第
二
号
の(

ロ)

は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
設
立
さ
れ
た
現TM

O
、
改
正
法

案
第
七
条
第
七
項
第
七
号
で
定
義
さ
れ
て
い
る
「
商
工
会
、
商
工
会
議
所
、

ま
た
は
、
中
小
企
業
者
が
出
資
し
て
い
る
「
特
定
会
社
」
を
言
う
。

協
議
会
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
と
、
商
工
会
、
も
し
く
は
商
工
会
議
所
の
組
み

合
わ
せ
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
基
本
と
し
て
、
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、

中
心
市
街
地
活
性
化
を
担
う
事
業
主
体
等
が
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

 

活
性
化
の
事
業
主
体

認
定
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
に
事
業
を
展
開
す
る
事
業
主
体
と
、

事
業
主
体
が
行
う
活
性
化
事
業
に
つ
い
て
、
改
正
法
案
で
は
、
ど
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
国
、
市
町
村
等
の
地
方
自
治
体
、
中
心
市
街
地
整
備
推
進
機
構
、

地
方
住
宅
供
給
公
社
な
ど
の
公
的
主
体
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公
的
主
体(

主
体

に
よ
っ
て
、
整
備
す
る
施
設
は
異
な
る)

は
、
道
路
等
公
共
施
設
の
整
備
、
市

街
地
開
発
事
業(

区
画
整
理
、
再
開
発)

、
住
宅
及
び
、
都
市
福
祉
施
設
等
の
建

設
等
を
行
う
。
ま
た
、
第
一
八
条
で
は
、
民
間
の
土
地
建
物
所
有
者
と
の
契

約
に
基
づ
い
て
、
空
き
地
や
、
空
き
店
舗
等
に
、
緑
地
、
広
場
、
駐
車
場
等
、

省
令
で
定
め
る
施
設
を
設
置
し
、
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

第
二
に
、
中
心
市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
を
実
施
す
る
者(

地
方
自
治
体
は

除
く)

で
あ
る
。
こ
の
事
業
者
は
、
計.

画(

第
二
二
条
第
二
項)

を
策
定
し
、
市

町
村
に
認
定
の
申
請
を
行
う
。
こ
の
計
画
は
、
認
定
基
本
計
画
に
適
合
し
て

い
る
場
合
等
、
第
二
三
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
基
準
に
、
適
合
し
て
い
る
必

要
が
あ
る
。

第
三
に
、
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
者
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
第
四
〇
条
か
ら
第
五
〇
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
と
は
、
鞠
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
、

特
定
商
業
施
設
等
整
備
事
業
及
び
特
定
事
業
で
あ
っ
て
民
間
事
業
者
が
行
う

も
の
を
い
う
」
と
、
改
正
法
案
第
七
条
第
一
〇
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

商
店
街
振
興
組
合
、
事
業
協
同
組
合
や
、
複
数
の
商
業
者
の
出
資
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
会
社
等
が
、
認
定
さ
れ
た
中
心
市
街
地
で
、
認
定
基
本
計
画
に
基

づ
い
て
行
う
商
業
基
盤
施
設
や
、
商
業
施
設
を
整
備
す
る
事
業
、
空
き
店
舗

活
用
事
業
、
近
代
化
事
業
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
者
は
、
協
議
会
の
協
議
を
経
て
、
活
性
化
事
業
計
画
を
策
定

し
、
市
町
村
を
経
由
し
て
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
務
大
臣
は
、
第
四
〇
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
認
定
を
行
う
。

認
定
の
条
件
と
し
て
、
基
本
方
針
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と(

第
一
号)

は



も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
第
二
号
で
「
確
実
に
実
施
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
」

等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
四
項
の
規
定
の
中
で
、
第
四
号
で
は
、
こ
の
特

定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
者
が
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
を
実
施

す
る
場
合
に
あ
た
っ
て
の
、
必
要
な
要
件
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
空
き
地
や
、
空
き
店
舗
活
用
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
改
正
法
公
布
後
、
三
ヶ

月
以
内
に
施
行
さ
れ
る
の
で
、
六
月
、
七
月
頃
ま
で
に
は
政
省
令
が
明
ら
か

に
な
る
。

改
正
法
案
で
は
、
大
店
立
地
法
の
特
例
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

大
規
模
店
舗
の
迅
速
な
立
地
を
促
進
す
る
た
め
の
緩
和
措
置
で
あ
り
、
第
一

種
特
例
地
区
と
第
二
種
特
例
地
区
が
あ
る
。
第
一
種
特
例
地
区
は
、
認
定
中

心
市
街
地
の
区
域
に
お
け
る
特
例
措
置
で
、
第
三
六
条
、
第
三
七
条
で
規
定

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
種
特
例
地
区
は
、
認
定
を
受
け
て
い
な
い
中
心
市
街
地
の
区
域

に
お
け
る
特
例
措
置
で
あ
り
、
第
五
五
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

現
行
法
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
に
関
す
る
取
り
組
み
ご
と
に
、
主
務
大
臣

が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
法
案
で
は
、
中
心
市
街
地
活
性

化
の
取
り
組
み
を
一
元
的
に
策
定
、
管
理
、
調
整
す
る
た
め
、
中
心
市
街
地

活
性
化
本
部
を
設
置
す
る
規
定
が
加
わ
っ
て
い
る
。

活
性
化
本
部
は
、
内
閣
に
置
か
れ
、
本
部
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
就
く
。

ま
た
、
本
部
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
が
処
理
す
る
。
内
閣
府
の
権
限

が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。


